
／

中
慢
猫
逸
に
於
け
ろ
政
教
直
面
の
歴
史
的
考
察
㈲三

喜
田
熊
藏

　
　
一
、
緒
言

　
　
二
、
俗
権
優
越
二
代

　
　
三
、
教
携
優
越
時
代

　
四
、
園
民
的
意
識
の
三
頭
ミ
反
法
皇
重
罪
動
の
獲
展

　
　
　
　
三
、
「
敏
樺
優
越
時
代

　
猫
逸
民
族
は
嚢
に
藪
椹
に
甥
抗
し
て
俗
構
を
支
持
し
、

濁
逸
民
族
に
よ
る
紳
聖
羅
馬
帝
國
を
再
興
し
、
こ
れ
に
古

代
羅
馬
の
世
界
統
一
の
理
想
を
結
合
し
て
羅
馬
激
會
を
し

て
、
帝
灌
に
隷
屡
す
る
の
素
論
な
か
ら
し
め
た
。
然
る
に

オ
ッ
ト
大
帝
の
死
後
、
歴
代
皇
帝
は
寝
れ
も
世
界
統
一
の

理
想
を
抱
懐
せ
し
も
、
之
を
實
現
す
る
事
は
全
く
不
可
能

に
絡
つ
た
。
佛
蘭
西
、
英
吉
利
、
旬
牙
利
、
波
蘭
及
び
ノ

ル
マ
ン
の
諸
子
が
、
攣
れ
も
羅
馬
皇
帝
の
羅
絆
を
脱
し
た

の
み
な
ら
す
、
後
に
は
伊
太
利
都
市
も
皇
帝
か
ら
離
叛
し

　
　
　
中
世
猫
蓮
に
於
け
ろ
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

且
つ
濁
逸
諸
侯
す
ら
地
方
的
自
主
樺
を
獲
得
し
て
純
然
た

る
濁
立
國
家
の
形
式
を
具
へ
る
に
至
っ
た
。
捕
れ
に
反
し

て
第
九
世
紀
に
鋒
鉦
を
表
し
來
つ
た
、
敷
會
勢
力
は
、
第

十
一
世
紀
の
中
葉
以
後
世
界
大
勢
の
有
利
な
る
展
開
に
乗

じ
て
、
全
く
順
風
に
帆
を
騒
ぐ
る
勢
を
以
て
資
帯
し
、
第

十
三
世
紀
に
於
て
は
殆
ざ
世
界
の
支
配
者
た
る
か
の
如
き

地
位
に
立
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
俗
書
に
代
b
て
激
椹
に
よ
る
世
界
統
一
の
理
想
が

一
般
の
支
持
を
得
π
る
理
由
は
、
第
一
に
、
オ
ッ
ト
大
帝

の
子
孫
に
し
て
そ
の
後
綴
潜
た
り
し
、
オ
ソ
ト
稀
世
（
九

七
三
レ
九
難
解
）
及
び
オ
ッ
ト
三
世
（
九
入
三
－
一
〇
〇

二
）
は
攣
れ
も
、
二
十
黒
姫
二
十
二
歳
に
て
天
黙
し
、
オ

ジ
ト
大
帝
の
偉
業
を
長
養
す
る
能
は
す
、
撃
っ
て
帝
位
は

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
二
號
　
　
二
〇
七

（37）



　
　
　
　
中
世
濁
逸
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
霊
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

間
も
な
く
も
ザ
ク
セ
ン
家
を
離
れ
て
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
家
に

移
り
皇
帝
は
自
己
を
選
出
せ
し
諸
侯
、
殊
に
前
に
帝
位
に

あ
り
し
諸
家
を
服
賊
せ
し
め
て
以
て
國
内
の
統
一
を
圖
る

能
は
す
、
爲
に
皇
帝
本
來
の
使
命
た
る
世
界
の
統
一
に
撃

っ
て
全
勢
力
を
傾
倒
す
る
が
如
き
は
愈
々
不
可
能
事
ε
成

り
絡
つ
た
事
こ
れ
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
濁
逸
に
於
け
る
僑
侶
の
勢
力
は
他
國
程
に
あ

ら
す
ご
す
る
も
、
叉
侮
り
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
ト

大
帝
の
如
き
主
義
に
於
て
遺
掛
に
反
抗
せ
し
も
、
そ
の
弟

の
ブ
ル
ノ
ー
（
切
誉
5
0
）
を
ケ
ル
ン
の
大
監
督
ざ
な
し
、

そ
の
子
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
を
マ
イ
ン
ッ
の
大
監
督
に
任

じ
、
以
て
僧
侶
階
級
の
支
持
を
慰
む
ご
し
た
。
僧
侶
は
他

國
ご
同
じ
く
皇
帝
又
は
諸
侯
よ
り
采
邑
を
賜
り
、
彼
等
ご

封
建
的
主
從
の
關
係
を
結
び
、
殊
に
濁
逸
に
あ
り
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
シ
ョ
フ
　
　
グ
ラ
　
フ

第
十
一
世
紀
の
初
葉
よ
り
監
督
は
伯
爵
の
樺
限
を
與
え
ら

れ
．
そ
の
領
内
に
於
て
租
税
の
徴
集
、
貨
幣
の
鋳
造
そ
の

他
重
要
な
る
政
務
を
委
せ
ら
れ
、
純
然
元
る
官
吏
こ
な
る

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
二
〇
八

に
至
っ
た
。
從
っ
て
僧
侶
任
命
椹
は
皇
帝
或
は
他
の
世
俗

諸
侯
の
掌
中
に
あ
っ
π
o
さ
れ
ご
凡
て
の
儒
侶
を
羅
馬
法

皇
の
支
配
の
下
に
置
き
、
偲
侶
本
來
の
使
命
に
精
進
せ
し

む
べ
し
ご
の
宗
激
革
新
運
動
起
る
に
及
ん
で
、
猫
車
の
僧

侶
も
又
之
に
反
封
す
べ
き
根
糠
を
持
た
な
か
っ
た
。
且
つ

信
侶
も
封
建
諸
侯
ご
し
て
皇
帝
擢
の
追
肥
を
嫌
悪
し
た
か

ら
、
勢
ひ
皇
帝
権
よ
り
離
れ
て
法
皇
の
支
配
に
服
す
る
が

彼
等
に
ご
り
て
も
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
猫

逸
の
警
諸
侯
は
筆
三
世
紀
に
於
て
は
響
玉
帝
の
嵩

配
か
ら
猫
立
み
て
法
皇
の
監
督
下
に
立
つ
に
至
っ
た
事
で

あ
る
Q

　
第
三
に
は
獅
逸
の
世
俗
諸
侯
は
襲
に
俗
樺
を
支
持
し
て

皇
帝
樺
の
成
立
を
助
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
十
一
世
紀

以
後
漸
く
そ
の
勢
力
を
籏
大
し
て
地
方
的
自
主
灌
を
獲
得

し
、
各
々
そ
の
領
内
に
於
て
國
王
の
如
き
地
位
を
得
來
る

に
及
ん
で
、
皇
帝
桃
の
厘
迫
か
ら
解
放
せ
ら
れ
む
事
を
願

ふ
に
至
っ
た
。
こ
の
皇
帝
椎
の
干
渉
か
ら
の
解
放
を
願
ふ



黙
に
猛
て
、
彼
等
の
利
害
は
羅
馬
法
皇
の
そ
れ
ε
相
一
致

し
た
か
ら
、
爾
者
の
附
の
提
携
が
公
然
或
は
暗
々
裏
に
成

立
し
、
諸
侯
の
勢
力
ご
法
皇
の
気
力
は
、
歩
一
歩
相
李
行

し
て
嬢
差
せ
ら
れ
た
事
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
皇
帝
罐
の
如
き
中
世
的
筆
力
は
近
世
的
勢
力

の
勃
興
に
よ
り
て
當
然
衰
亡
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
黙

に
益
し
て
は
法
皇
樺
も
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
歴

史
的
登
展
は
ま
つ
皇
帝
構
を
衰
微
せ
し
め
、
そ
れ
に
代
り

て
法
皇
椹
が
一
時
一
般
の
支
持
を
得
た
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
從
っ
て
法
皇
権
も
や
が
て
こ
の
近
代
的
勢
力
即

言
民
的
意
識
の
蓬
頭
の
前
に
渡
落
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
九
世
紀
に
於
て
羅
馬
激
會
を
中
心
ざ
せ
る
鍛
罐

が
、
そ
の
勢
力
を
籏
乱
せ
む
ご
し
て
失
敗
し
、
息
差
萎
縮

時
代
を
現
出
し
π
り
し
よ
り
、
西
欧
基
督
駿
界
は
腐
敗
堕

落
に
濫
倫
し
π
。
法
皇
の
位
は
豪
族
事
前
の
的
ご
な
レ
、

一
般
俗
客
は
亦
滑
々
ご
し
て
叢
誌
の
誓
を
破
り
、
紳
聖
な

る
僧
侶
の
職
責
は
家
族
的
煩
累
に
よ
り
て
妨
げ
ら
れ
、
僧

　
　
　
．
巾
世
掲
逸
に
於
け
る
攻
教
關
係
の
千
歯
的
考
察
（
三
喜
田
）

侶
の
地
位
は
煮
れ
に
適
態
せ
る
人
物
に
授
附
せ
ら
れ
す
し

て
、
國
王
叉
は
諸
侯
に
贈
賄
せ
る
富
豪
或
は
貴
族
の
子
弟

に
與
へ
ら
れ
窪
。
・
從
っ
て
激
椹
の
伸
張
を
圖
ち
む
に
は
ま

つ
か
、
る
弊
風
を
刷
新
す
る
を
以
て
第
｝
ご
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
薙
に
於
て
か
、
か
の
九
曜
○
年
佛
蘭
西

に
創
立
せ
ら
れ
た
る
ク
ル
ニ
ー
（
Ω
巷
団
）
の
僧
院
を
中
心

ご
せ
る
宗
数
改
革
雲
霧
が
起
り
、
、
僑
侶
の
結
婚
を
禁
じ
」

、
信
職
買
責
を
試
し
、
以
て
僧
侶
を
し
て
そ
の
本
豪
の
使
命

繕
美
し
め
む
ご
す
る
に
至
つ
だ
．
而
し
て
・
の
肇
働

運
動
を
し
て
数
を
奏
せ
し
む
る
爲
に
は
法
皇
の
権
力
を
大

に
し
て
、
一
般
僧
侶
を
し
て
中
央
椹
力
に
服
謝
せ
し
む
る

を
必
要
ビ
し
た
の
で
あ
る
。
羅
馬
法
皇
も
第
十
一
澄
紀
の

孚
よ
り
こ
の
激
會
の
要
求
を
理
解
し
、
自
己
の
地
位
に
豊
，

醒
し
摩
っ
た
。
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
三
世
に
よ
り
て
一
．
〇
四
八
年

擁
立
せ
ら
れ
た
る
法
皇
レ
ォ
九
世
は
自
ら
法
皇
権
籏
大
に

努
力
し
た
。
彼
は
翼
翼
な
る
数
果
を
潜
む
る
能
は
ざ
り
し

も
、
か
の
ト
ス
ヵ
ナ
の
一
大
工
の
子
、
セ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
二
號
　
　
ご
〇
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



　
　
　
　
申
世
濁
逡
に
於
け
ろ
政
敏
關
係
の
歴
更
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

（
螢
藁
¢
酵
ρ
鼠
）
を
羅
馬
に
連
れ
蹄
り
、
之
れ
に
η
ー
マ
儒

院
に
於
て
ク
ル
ニ
ー
風
の
巌
格
な
る
敷
育
を
授
け
、
他
田

法
皇
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
世
た
る
べ
き
氣
慨
ざ
敷
養
を
與
へ
た

の
で
あ
っ
た
。
且
つ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
晩
年
よ
り
世
界

の
大
勢
は
法
皇
権
の
広
大
に
有
利
に
展
開
し
て
行
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
濁
逸
に
棄
て
は
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
三
世
（
一
〇
三
九
一
一
〇

五
六
）
の
時
代
よ
り
諸
侯
の
構
力
が
長
々
振
煙
し
、
且
つ

從
摩
之
れ
ら
の
大
諸
侯
に
隷
通
せ
し
小
諸
侯
が
そ
の
数
と

勢
力
を
増
し
中
間
の
諸
侯
を
凌
ぎ
て
皇
帝
直
心
π
ら
む
ご

す
る
の
形
勢
を
馴
致
し
來
つ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
は
有

力
な
る
君
主
で
あ
っ
把
が
、
偉
大
な
る
政
治
家
で
は
な
か

っ
た
。
彼
の
諸
侯
に
価
す
る
態
度
は
頗
る
為
事
に
し
て
、

自
己
の
勢
力
の
工
大
の
工
め
、
或
は
自
己
の
　
時
的
好
悪

に
よ
り
て
諸
侯
の
利
釜
を
無
親
し
そ
の
戚
情
を
害
し
た
。

殊
に
バ
イ
エ
ル
ン
侯
コ
ン
ラ
ー
3
（
寓
。
§
σ
q
囚
。
霞
臨
く
§

切
潔
巽
ε
が
一
〇
五
三
年
諸
侯
裁
劉
に
よ
り
て
有
罪
ビ
鋼

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
二
號
　
　
二
一
〇

決
せ
ら
る
、
や
、
其
の
領
土
を
皇
帝
の
一
族
に
與
え
む
ご

せ
る
如
き
、
叉
ザ
ク
セ
ン
侯
ぜ
ブ
レ
ー
メ
ン
大
監
督
ア
ダ

ル
ベ
ル
ト
（
国
姓
N
σ
一
ω
O
げ
○
め
　
跨
ら
聾
ヒ
u
O
触
僧
　
く
O
昌
　
H
W
糧
O
管
O
⇔
）
ご
の

繋
争
事
件
に
面
す
る
皇
帝
裁
判
に
於
て
故
意
に
ア
ダ
ル
ペ

ル
ト
に
有
利
な
る
判
決
を
輿
え
π
る
如
き
、
又
ザ
ク
セ
ン

領
内
の
ゴ
ス
ラ
ー
（
Q
o
毘
鍵
）
に
皇
帝
が
新
に
別
邸
を
並
み

た
る
如
き
各
れ
も
バ
イ
エ
ル
ン
侯
、
ザ
ク
セ
ン
侯
を
し
て

皇
帝
を
仇
敵
噂
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
其
の
他
に
於
て
も

諸
侯
の
反
戚
を
挑
獲
す
る
行
動
多
々
な
り
し
爲
め
、
彼
の
晩

牟
に
於
て
は
皇
帝
の
康
位
ε
暗
殺
を
目
的
こ
す
る
陰
謀
が

諸
侯
の
間
に
計
劃
せ
ら
る
、
に
さ
へ
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
偶
〃
々
ハ
イ
ソ
ソ
ヒ
三
冊
へ
は
一
〇
五
ム
ハ
年
｝
ご
十
九
鳥
威
を
…
以

て
介
し
た
。
嗣
子
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
観
世
（
一
〇
五
六
！
二

〇
五
）
僅
か
に
六
歳
を
以
て
帥
位
し
、
母
后
ア
グ
ネ
ス

（
跨
σ
。
，
器
ψ
く
9
ρ
℃
○
ぼ
興
ω
）
擬
川
政
ご
な
る
や
、
　
ハ
イ
ン
リ
ヒ

三
世
の
下
に
於
て
皇
帝
に
反
射
を
抱
き
た
り
し
猫
逸
諸
侯

は
殆
ざ
凡
て
皇
帝
か
ら
猫
立
し
、
全
濁
逸
は
始
ざ
無
政
府

（4e）



尊
称
に
親
し
た
。
か
く
て
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
四
琶
の
幼
年
時
代

は
、
濁
逸
に
於
て
皇
帝
甥
諸
侯
、
國
家
蚕
激
會
の
爾
關
係

の
轄
換
期
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
四
世
の
譲
位
後
間
も
無
く
、
羅
馬
に
於
て

は
法
皇
ス
テ
フ
ァ
ン
九
三
（
ω
8
9
碧
H
図
）
（
一
〇
五
七
i

一
〇
五
入
）
残
し
、
次
い
で
ベ
ネ
デ
ク
ト
十
世
（
し
d
窪
①
臼
簿

寓
）
法
皇
の
位
に
旧
き
し
が
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
を
首
領

こ
す
る
彼
の
反
封
蕪
は
ベ
ネ
デ
ク
ト
十
世
を
属
し
て
、
ニ

コ
ラ
ス
ニ
世
（
憲
犀
9
塁
ω
目
）
を
郎
位
せ
し
め
だ
。
こ
の
ニ

コ
ラ
ス
蓋
世
（
一
〇
五
九
一
一
〇
六
一
）
の
下
に
於
て
稀
世

の
英
傑
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
暴
げ
ら
れ
て
心
妻
デ
ナ
ル
の

気
位
に
卵
き
、
法
皇
臆
の
實
構
を
掌
握
し
た
。

　
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
激
會
の
要
求
を
理
解
し
之
を
實
現

せ
む
ビ
努
め
し
黙
に
於
て
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
只
イ
ン

ノ
セ
ン
ト
三
世
の
下
に
於
け
る
如
き
偉
大
な
る
成
功
を
牧

め
得
ざ
り
し
は
時
勢
の
相
異
の
然
ら
し
め
し
の
み
。
彼
は

ニ
コ
ラ
ス
ニ
世
の
下
に
於
て
｝
〇
五
九
年
｝
の
漆
令
を
登

　
　
　
申
世
蜀
逸
に
於
け
ろ
政
敏
繭
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
窪
田
）

解
し
「
今
後
法
皇
の
選
畢
を
羅
馬
激
會
の
カ
ー
デ
ナ
ル
會

議
に
依
る
べ
き
事
、
　
「
般
櫓
…
侶
及
び
羅
馬
市
民
は
こ
の
會

議
の
決
議
を
認
む
べ
き
事
」
を
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

て
彼
は
法
皇
の
選
出
を
市
民
の
蕪
孚
の
外
に
着
き
、
且
つ

王
権
の
干
渉
よ
り
解
放
し
だ
の
で
あ
っ
た
。
又
ヒ
ル
デ
ブ

ラ
ン
ト
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
大
帝
の
寄
進
状
に
依
り
て
法

皇
に
譲
與
せ
ら
れ
た
る
椛
利
に
基
き
、
カ
ブ
ア
の
君
主
た

る
フ
ツ
チ
ヤ
ー
ド
、
フ
オ
ソ
、
ア
ベ
ル
ず
へ
舛
け
び
9
重
く
O
嵩

跨
く
霞
ω
ρ
・
蜀
露
頭
く
●
O
琶
轟
）
及
び
ノ
ル
マ
ン
國
王
ロ
バ
ー

ト
、
ギ
ス
カ
ー
ド
（
閃
O
び
①
殴
什
　
（
Ψ
二
剛
ω
O
鍵
Ω
）
に
各
そ
の
領
土
に

面
し
て
法
皇
の
封
建
的
宗
圭
権
を
認
め
し
め
た
。
彼
は
更

に
こ
の
封
建
的
宗
主
椹
を
全
欧
洲
に
籏
大
せ
む
ざ
し
π
G

彼
は
法
皇
権
に
服
從
を
誓
ひ
し
ノ
ル
マ
ン
デ
ー
公
ウ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
の
英
國
征
服
を
是
認
し
彼
を
正
當
の
君
主
た
ら
し

め
π
Q

　
法
皇
ニ
コ
ラ
ス
人
世
が
一
〇
六
一
年
に
妓
せ
し
時
、
次

の
法
皇
ア
レ
キ
ず
ン
デ
〃
二
世
（
…
〇
六
｝
一
一
〇
七
三
）

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
二
號
　
　
一
＝
一

（41）



　
　
　
　
中
世
二
一
に
於
け
ろ
政
敏
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

は
規
定
通
首
記
ー
デ
ナ
ル
會
議
に
よ
り
て
選
ば
れ
、
又
一

〇
レ
と
こ
年
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
も
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
ニ
世
に

次
で
こ
の
會
議
に
よ
り
て
法
皇
に
選
ば
れ
グ
レ
ゴ
ー
ル
七

｛
世
（
一
〇
レ
～
一
ご
－
一
〇
入
五
）
ミ
な
つ
ハ
κ
o
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
…
世

は
愈
々
法
皇
罐
の
霜
野
ご
敷
界
革
新
に
誰
託
し
だ
。
彼
は

一
〇
七
四
年
欝
欝
會
議
を
開
催
し
て
、
一
般
儒
侶
の
任
命

椹
を
法
皇
の
掌
中
に
置
い
た
。
同
時
に
貴
族
富
豪
の
子
弟

が
王
侯
よ
り
愚
桐
職
を
職
購
…
ふ
所
調
繭
シ
モ
ニ
ー
（
ω
貯
9
＜
）
の

風
ゲ
禁
じ
又
僑
侶
の
結
婚
を
禁
じ
て
激
會
を
世
襲
た
ら
し

む
る
悪
弊
を
除
き
、
併
せ
て
僧
侶
を
し
て
そ
の
本
來
の
使

命
に
専
念
せ
し
め
む
ご
し
た
。
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
世
は
敏
擢

を
俗
権
よ
り
解
放
す
る
事
を
以
て
満
足
せ
す
、
更
に
教
櫻

を
し
て
俗
纏
を
支
配
せ
し
め
む
ご
し
、
法
皇
に
俗
界
君
主

を
磨
立
す
る
椹
限
、
震
主
ご
臣
下
こ
の
封
建
的
服
從
關
係

を
解
除
す
る
椹
限
の
め
る
事
を
主
張
し
俗
界
君
主
を
し
て

法
皇
の
足
に
接
吻
せ
し
め
む
ご
す
ら
揚
言
し
た
。
彼
は
英

君
王
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
（
征
服
王
）
に
日
月
の
比
喩
を
以
て
法

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
二
號
　
　
二
＝
一

皇
樺
の
優
越
を
主
張
し
た
。
彼
は
叉
西
欧
諸
國
に
法
皇
の

使
飾
を
駐
在
せ
し
め
て
以
て
法
皇
騰
の
利
盆
を
代
表
せ
し

め
た
。
帥
ち
激
罐
に
よ
る
世
界
統
一
の
理
想
は
彼
に
よ
り

て
最
も
大
著
に
主
張
せ
ら
れ
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
激
権
の
か
、
る
要
求
に
思
し
て
濁
翼
翼
王
に
し
て
憩
聖

羅
馬
皇
帝
た
る
べ
き
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
書
は
成
年
に
達
す
る

に
及
ん
で
決
然
ビ
し
て
反
抗
し
た
。
彼
は
一
〇
七
六
年
正

月
濁
音
僧
侶
の
約
三
分
の
二
の
出
席
を
得
て
、
ウ
ナ
ル
ム

ス
に
於
て
國
民
宗
敏
大
差
を
開
催
し
、
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
世

の
磨
位
を
決
議
せ
し
め
た
。
之
に
謝
し
て
法
皇
は
誓
言
會

議
に
出
席
せ
る
僧
侶
を
除
名
し
、
言
葉
を
破
門
し
、
濁
逸

伊
太
利
に
於
け
る
彼
の
臣
民
に
忠
誠
の
誓
を
解
除
し
た
。

叢
に
於
て
濁
逸
は
秩
序
を
失
ひ
全
く
の
混
働
に
略
つ
た
。

皇
帝
に
反
戚
を
抱
け
る
ザ
ク
セ
ン
家
続
づ
離
叛
し
、
響
い

て
他
の
諸
侯
も
之
に
加
つ
だ
Q
　
一
〇
七
六
年
の
夏
に
は
ザ

ク
セ
ン
侯
、
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
侯
、
バ
イ
エ
ル
ン
侯
、
ケ
ル

ン
テ
ン
侯
、
ヅ
イ
ル
ッ
ベ
ル
グ
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
一
監
督
は

（42）



法
皇
ご
結
び
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
を
激
し
、
新
に
國
王
を

選
ぶ
爲
に
翌
年
の
二
月
二
日
を
期
し
て
、
、
帝
國
翼
廊
を
、

ア
ウ
グ
落
ブ
ル
グ
に
開
催
す
べ
き
を
決
議
し
．
法
皇
に
も

出
席
を
求
め
る
に
至
っ
た
Q

　
猫
逸
の
形
勢
彼
に
非
に
し
て
牧
拾
不
可
能
ご
見
た
る
ハ

イ
ン
ソ
ヒ
四
世
は
、
　
一
〇
七
七
年
正
月
愚
行
出
席
の
窮
め

北
上
せ
る
法
皇
を
途
上
に
遜
し
て
所
謂
ヵ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱

を
忍
び
で
途
に
破
門
を
解
か
る
、
を
得
た
。
國
［
王
は
こ
れ

に
よ
り
て
濁
逸
の
諸
侯
か
ら
叛
逆
の
ロ
實
を
奪
は
む
ご
せ

む
も
、
濁
逸
の
大
多
数
の
諸
侯
十
三
人
の
監
督
等
は
剛
〇

七
七
年
三
月
フ
オ
ル
ヒ
ハ
イ
ム
　
（
口
閃
O
憎
O
げ
一
四
〇
け
当
）
　
に
於
て

ハ
イ
ン
リ
ヒ
転
筆
の
廠
立
と
シ
ユ
ワ
ー
ペ
ン
侯
ル
ー
3
ル
フ

の
彼
に
代
り
て
國
王
た
る
べ
き
を
決
議
し
た
。
憤
激
せ
る

ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
本
鯖
に
図
り
て
、
下
級
の
諸
侯
、
都

市
、
農
民
等
の
同
情
を
得
て
、
忠
誠
な
る
軍
隊
を
組
織
し

バ
イ
エ
ル
ン
に
於
て
反
訳
派
を
撃
破
し
、
更
に
エ
ル
ス
ラ

ル
の
メ
ル
ぜ
ン
（
鍔
α
一
ω
①
一
戸
　
団
鵠
　
H
W
一
ω
け
Φ
臆
）
⑦
戦
に
於
て
シ
ユ

　
　
　
　
中
世
猫
逡
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
（
三
喜
田
）
、

フ
ー
ベ
ン
侯
ル
ー
3
〃
フ
を
面
し
π
o
法
皇
再
び
ハ
イ
ン
フ

ヒ
篤
農
を
破
門
せ
し
も
、
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
は
マ
イ
ン
ツ
に
宗

激
會
議
を
開
催
し
て
法
皇
の
塵
位
を
宣
言
し
、
彼
自
身
を

儒
侶
等
の
保
護
者
ご
仰
が
し
め
た
。
術
一
〇
入
四
年
三
月

に
は
自
ら
兵
を
拳
ひ
て
羅
馬
に
入
り
、
グ
レ
ゴ
か
ル
七
世

を
追
ひ
、
新
に
法
皇
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
（
∩
一
〇
⇔
μ
Φ
扁
P
ω
　
H
H
H
）
を

擁
立
し
て
彼
に
よ
り
て
羅
馬
皇
帝
ε
し
て
加
冠
せ
ら
れ
た
α

こ
れ
が
歪
め
に
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
世
は
ナ
レ
ル
ノ
に
於
て
憤

死
ご
云
ふ
能
は
す
ん
ば
悶
死
し
た
。
濁
逸
に
於
て
皇
帝
の

不
在
中
、
再
び
バ
イ
エ
ル
ン
侯
等
が
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
家

の
ヘ
ル
マ
ン
伯
（
Q
蚕
隔
葭
①
§
扇
暮
く
9
ω
巴
ヨ
）
葱
、
新

に
皇
帝
に
選
出
し
た
が
、
彼
は
五
倫
な
る
基
礎
を
得
る
能

は
す
し
て
自
滅
し
た
。
か
く
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
万
燈
は
戦
ご

政
略
ご
に
よ
り
て
得
ら
る
、
凡
を
牧
得
し
た
Q

　
然
れ
ざ
勝
敗
は
常
に
戦
に
よ
っ
て
の
み
決
せ
ら
る
べ
き

で
な
い
。
爾
…
後
勝
者
た
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
立
て
る
皇
帝
罐

は
一
般
の
支
持
を
失
ひ
し
に
反
し
、
敗
者
π
る
グ
レ
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
第
二
號
　
　
こ
ご
二

（　・13　）



　
　
　
　
中
世
濁
逸
に
於
け
る
政
敏
關
係
の
歴
吏
的
考
察
（
三
喜
団
）

〃
七
世
の
主
張
は
愈
々
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
だ
。

魂
胆
側
は
グ
レ
ゴ
ー
ル
出
世
の
死
後
、
ハ
イ
ン
ヲ
ヒ
済
世

の
擁
立
せ
し
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
を
認
め
す
し
て
、
一
〇
入

六
年
ビ
ク
ト
ル
三
世
を
選
出
し
、
一
〇
八
入
年
に
は
ゼ
ク

ト
ル
三
世
に
次
で
ウ
ル
バ
ン
慨
世
（
q
誉
斜
⇒
H
H
）
を
選
出
し

た
。
ウ
ル
バ
ン
ニ
世
は
も
ご
佛
蘭
西
の
僧
に
し
て
、
ク
ル

ニ
ー
風
の
精
紳
を
膿
得
し
、
法
皇
こ
な
っ
て
は
敷
會
の
主

張
に
忠
實
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
）
て
十
字
軍
な
る
世
界
的

蓮
動
が
起
さ
れ
、
唐
墨
は
こ
の
運
動
の
指
導
者
こ
し
て
、

隊
洲
グ
ル
マ
ン
風
、
ロ
ー
マ
風
世
界
、
蔓
擬
的
軍
國
的
証

會
の
支
配
者
ご
な
っ
た
Q
こ
の
大
運
動
に
封
し
て
全
く
勇

槻
者
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
、
世
界
が
彼
の
眼
前

に
於
て
皇
帝
樺
よ
り
離
れ
て
、
法
皇
樫
に
移
り
行
く
を
目

撃
し
た
。
而
も
悲
劇
は
こ
れ
に
止
ま
ら
す
彼
の
家
庭
内
に

迄
及
ん
だ
。
彼
の
長
男
コ
ン
ラ
ッ
ド
は
激
會
に
醤
す
る
信

仰
に
囚
は
れ
て
父
に
離
叛
し
、
弟
の
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
は
諸
侯

と
結
ん
で
父
に
叛
き
、
暴
力
ご
好
計
を
以
て
父
を
退
位
せ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
雀
第
二
號
　
　
一
コ
面

し
め
た
。
衰
む
べ
し
老
黒
土
は
死
し
て
基
督
敷
的
埋
葬
を

許
さ
れ
す
、
所
謂
死
屍
に
限
れ
て
墓
場
に
邊
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
か
く
猫
逸
に
於
て
は
諸
侯
の
勢
力
ご
法
皇
の
椹
力
が
歩

調
を
合
せ
て
出
置
し
た
。
グ
レ
ゴ
ー
ル
七
燈
が
法
皇
の
選

任
を
皇
帝
の
干
渉
か
ら
解
放
せ
む
ε
し
た
時
．
野
阜
に
於

て
は
皇
帝
の
世
襲
に
長
喜
す
る
蓮
動
が
起
っ
て
居
た
。
ハ

イ
ン
ジ
ヒ
挙
世
の
武
力
に
よ
る
勝
利
も
、
全
膿
こ
し
て
の

穫
の
勢
力
を
毫
も
難
ず
垂
が
墨
な
か
っ
た
ゆ
ハ
働

イ
ン
ソ
ヒ
四
壁
の
子
に
し
て
其
の
後
山
者
た
る
ハ
イ
ン
ソ

ヒ
乱
世
（
一
　
一
〇
山
バ
ー
一
　
｝
二
五
）
の
下
に
於
て
は
濁
逸

は
適
皇
帝
の
樺
力
に
よ
る
統
一
画
家
で
な
く
し
て
、
諸
侯

の
集
合
禮
ε
し
て
の
統
…
國
家
ご
な
り
つ
、
あ
っ
た
。
ハ

イ
ン
ソ
ヒ
五
世
は
帝
位
に
即
く
ご
同
時
に
、
野
台
任
命
櫻

を
恢
復
し
、
且
つ
自
ら
法
皇
の
康
立
を
も
行
は
む
ご
し
た
Q

彼
は
カ
ー
デ
ナ
■
ル
會
議
に
よ
り
て
選
ば
れ
た
る
、
法
皇
ゲ

ラ
シ
ウ
ス
ニ
世
（
（
Ψ
Φ
一
鋤
乙
。
一
〇
ω
　
H
H
）
を
認
め
す
し
て
、
膚
ら
グ



亀レ
ゴ
ー
ル
入
世
を
擁
立
し
た
。
然
る
に
濁
逸
の
諸
侯
等
は

準
星
の
紛
禦
を
調
停
せ
む
ご
し
、
ヅ
ィ
ル
ッ
ブ
ル
グ
の
會

合
に
於
て
そ
の
意
思
を
獲
表
し
た
。
叢
に
於
て
ハ
イ
ン
ソ

ヒ
五
号
は
ゲ
ラ
シ
ゥ
ス
ニ
世
の
後
綴
簸
た
る
、
カ
ソ
ク

ス
ト
ニ
世
（
O
鉱
山
韓
H
H
）
（
一
一
一
九
一
一
一
二
四
）
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
コ
ル
ダ
ッ
ト

め
、
之
れ
ご
吋
＝
一
二
年
ウ
ナ
ル
ム
ス
の
協
約
を
締
結
し

た
の
で
あ
っ
π
。
こ
の
協
約
に
よ
り
て
牧
師
杖
及
指
輪
を

授
輿
す
る
僧
職
叙
任
椹
は
凡
て
法
皇
に
桶
任
せ
ら
れ
、
皇

帝
は
只
監
督
叉
は
僑
院
長
の
職
に
附
離
せ
る
采
邑
授
與
権

の
み
を
保
持
す
る
事
ご
し
だ
。
さ
れ
ご
僧
職
叙
任
は
皇
帝

又
は
そ
の
代
表
者
の
出
席
の
下
に
行
ふ
事
こ
し
、
且
つ
濁

逸
に
於
て
は
法
皇
の
二
二
叙
任
を
先
に
し
伊
太
利
、
ブ
ル

グ
ソ
ド
に
於
て
は
皇
帝
の
采
邑
授
與
を
先
に
す
る
事
こ
し

た
。
こ
の
協
約
は
一
一
ニ
ニ
年
九
月
二
三
田
、
ウ
ナ
ル
ム

ス
の
宗
世
界
議
に
報
告
せ
ら
れ
た
か
ら
一
般
に
ウ
ナ
ル
ム

ス
の
コ
ソ
コ
ル
ダ
ソ
ト
ご
質
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し

か
、
る
協
約
は
中
世
に
於
て
は
到
底
運
脚
不
可
能
で
あ
り

　
　
　
　
中
世
濁
逸
に
於
け
ろ
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
憲
観
）

只
一
蒔
的
個
人
的
休
戦
條
約
π
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
龍
虎
は
各
れ
か
一
方
が
全
く
屏
息
す
る
に
至
る
迄

其
の
主
張
を
捨
て
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
協
約
に
於

て
す
ら
皇
帝
の
譲
歩
の
大
に
し
て
法
皇
に
有
利
な
る
を
看

取
す
る
に
難
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
死
後
、
帝
位
は
ザ
ク
セ
ン
家
の
ロ

タ
南
川
（
一
＝
一
五
i
一
鶴
ニ
七
）
を
経
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
家

の
姻
戚
に
塗
れ
る
、
ホ
ー
ヘ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
に
移

っ
た
。
而
し
て
農
家
よ
b
は
フ
ソ
ー
ド
ソ
ヒ
夙
世
、
ハ
イ

ン
ソ
ヒ
六
世
、
フ
ジ
ー
1
3
リ
ヒ
ニ
世
の
如
き
異
彩
あ
る
有

爲
な
皇
帝
を
輩
寓
し
た
。

　
皇
帝
フ
ソ
ー
ド
ヲ
ヒ
一
世
（
一
一
五
ニ
ー
一
一
九
〇
）
は

古
代
羅
馬
の
帝
椹
に
憧
が
れ
数
度
の
伊
太
利
遠
征
を
行
ひ

て
帝
樺
を
確
立
し
、
又
敷
樺
に
干
渉
し
て
法
皇
の
磨
立
す

ら
行
は
む
ご
し
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ざ
彼
の
治
世
の
下
に

於
て
は
世
界
の
大
勢
は
大
い
に
推
移
し
十
字
軍
の
影
響
已

に
現
は
れ
近
世
的
色
彩
が
昭
著
ビ
な
り
來
つ
π
。
北
伊
太

　
　
　
　
　
　
第
十
五
懲
　
第
二
號
　
　
二
一
五

（45）



　
　
　
　
中
憧
猫
逡
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

利
に
於
て
は
近
世
都
市
が
勃
興
し
、
こ
れ
ら
が
猫
逸
の
諸

侯
の
如
き
濁
立
を
獲
得
し
、
更
に
そ
の
周
園
の
土
地
を
併

せ
て
都
市
の
勢
力
を
籏
冠
せ
む
ご
し
つ
、
あ
っ
た
。
心
逸

に
於
て
は
中
間
の
小
諸
侯
が
盆
、
三
王
を
得
て
皇
帝
面
属

宅
な
り
っ
・
．
あ
っ
元
。
大
小
諸
侯
に
よ
る
國
内
の
分
裂
割

篠
は
愈
々
徹
底
し
て
彼
等
は
動
感
の
繕
號
を
有
す
る
も
、

帝
劇
の
官
吏
に
あ
ら
す
し
て
事
實
上
各
々
そ
の
地
方
に
於

け
る
猫
一
立
君
主
こ
な
っ
た
。
、
フ
リ
ー
ド
ソ
ヒ
一
世
は
猫
一
逸

に
於
て
は
諸
侯
の
地
方
的
下
立
を
認
め
、
膚
ら
は
自
家
封

建
領
の
み
に
碕
許
し
、
立
っ
て
皇
帝
権
を
利
用
し
て
自
家

の
利
盆
を
圖
ら
む
ご
す
惹
に
至
っ
た
の
而
も
古
代
羅
馬
の

帝
樺
に
憧
れ
る
彼
は
伊
太
利
に
支
配
権
を
確
立
せ
む
ご
し

て
都
市
の
宮
由
を
抑
へ
、
叉
羅
馬
敷
會
に
善
し
て
は
カ
ー

デ
ナ
ル
就
下
の
選
出
せ
し
、
ア
レ
キ
ず
ン
デ
ル
三
世
二

｛
五
九
一
「
圃
二
一
）
を
認
め
す
し
て
、
良
ら
薫
れ
に
引

立
す
る
法
皇
ビ
ク
ト
ル
四
世
（
一
一
五
．
九
i
一
一
⊥
二
四
）
バ

サ
フ
ス
古
血
世
（
剛
霧
O
び
巴
δ
目
H
H
）
（
一
一
山
ハ
四
一
一
一
⊥
一
入
）

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
　
第
二
號
　
　
　
二
一
山
バ

カ
ソ
ク
ス
ト
三
世
（
一
｝
六
入
一
一
一
七
入
）
を
相
次
い
で

擁
立
し
元
。
こ
の
時
英
吉
利
、
佛
蘭
西
、
．
飼
牙
利
、
ビ
ン

ニ
ー
掌
島
は
、
ア
レ
キ
ナ
ン
デ
ル
三
世
を
認
め
敷
椹
分
離

が
現
出
す
る
に
至
っ
た
。

　
近
世
都
市
は
通
商
上
の
繁
榮
を
震
る
爲
自
由
を
…
獲
得
せ

む
ご
す
る
本
意
の
立
場
よ
り
、
中
世
不
統
一
を
標
榜
す
る

皇
帝
椹
、
法
皇
…
擢
の
重
れ
も
に
充
満
せ
る
も
、
フ
ソ
ー
ド

ソ
ヒ
一
世
の
下
に
於
て
は
㍉
都
市
の
自
由
に
ょ
う
脅
威
ビ
、

な
れ
る
皇
帝
権
に
反
抗
し
て
、
法
皇
権
ご
結
托
し
だ
Q
r
皇

帝
の
一
一
六
六
年
よ
り
繭
、
一
六
暦
年
に
亙
る
第
四
回
伊
太

　
　
　
　
　
ペ
ス
ト

利
遠
征
軍
が
疫
病
に
情
ま
さ
る
、
や
、
北
伊
太
利
都
市
は

ロ
ン
バ
ル
ト
都
市
同
盟
を
組
織
し
、
叉
新
に
要
塞
を
築
き

之
れ
を
法
皇
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
三
世
に
因
み
て
ア
レ
サ
ン

ド
ソ
ア
ご
命
名
し
㍉
「
以
て
皇
帝
の
支
配
よ
り
蔵
せ
む
ご
し

た
。
叉
濁
音
に
於
て
は
ホ
ー
ヘ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
に

敵
廻
す
る
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ン
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
「
獅
子
侯
」
の
蟹

起
す
る
あ
り
て
、
フ
ソ
ー
ド
グ
ヒ
一
世
の
援
軍
を
阻
止
し

（46）



把
Q
か
く
て
一
一
七
六
年
五
月
の
レ
グ
ナ
ノ
の
戦
に
託
て

皇
帝
は
都
市
軍
の
爲
に
∵
繭
紬
に
塗
れ
渉
倉
皇
ビ
し
て
ア

レ
キ
サ
ン
デ
ル
三
世
を
認
め
、
こ
の
法
皇
の
斡
旋
に
よ
り

て
都
市
ご
の
講
和
を
圓
復
せ
む
ご
し
た
。

　
一
一
七
七
年
の
ベ
ネ
デ
ヒ
の
サ
ン
、
マ
ル
ク
寺
に
於
け

る
法
皇
、
皇
帝
の
雪
見
に
撃
て
、
皇
帝
は
昏
昏
低
頭
、
彼

の
過
去
の
伊
太
利
政
策
は
正
義
の
爲
め
に
あ
ら
す
し
て
樺

力
の
爲
め
な
り
し
を
陳
謝
し
、
爾
後
伊
太
利
に
干
渉
せ
ざ

る
を
誓
っ
た
Q
實
に
サ
ン
、
　
マ
ル
ク
寺
に
於
け
る
會
見
は

皇
帝
に
ご
り
て
百
年
前
に
於
け
る
カ
ノ
ッ
サ
以
上
の
屈
辱

に
し
て
、
濁
逸
宗
漱
革
命
吏
の
著
者
ラ
ソ
ヶ
は
、
「
カ
ノ
ヅ

サ
に
於
て
は
一
人
の
年
若
き
熟
情
的
な
る
君
主
が
、
彼
に

課
せ
ら
れ
た
る
破
門
を
解
か
れ
む
ご
し
た
の
み
で
あ
っ
た

が
↓
ベ
ネ
デ
ヒ
に
於
て
は
一
入
の
分
胴
盛
り
の
男
が
二
十

五
年
間
全
力
を
以
て
途
懐
し
冠
り
し
主
導
の
放
棄
を
蝕
儀

な
く
せ
ら
れ
た
。
ヵ
ノ
ヅ
ず
か
ら
は
眞
の
戦
が
始
ま
り
、

ベ
ネ
デ
ヒ
ニ
於
て
は
激
烈
の
優
越
が
確
立
せ
ら
れ
た
し
ご

　
　
　
　
中
世
濁
遡
に
於
け
ろ
政
敏
關
係
の
歴
商
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

述
べ
て
居
る
Q
か
く
て
皇
帝
は
法
皇
に
よ
り
て
都
市
と
の

李
和
を
快
復
し
、
直
ち
に
濁
逸
に
直
り
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
「
獅

子
侯
」
を
粉
砕
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
爲
に
下
級
の
諸

侯
の
援
助
を
受
け
、
諸
侯
の
勢
力
を
事
々
増
大
す
る
結
果

こ
な
つ
π
Q
且
つ
皇
帝
は
二
入
三
年
ロ
ン
バ
ー
ド
都
市

ビ
コ
ン
ス
タ
ン
ッ
の
李
和
を
締
結
し
て
都
市
の
地
方
的
主

椹
を
認
め
る
外
な
か
っ
た
○
之
れ
に
反
し
て
法
皇
は
一
一

七
九
年
二
月
ラ
テ
ラ
ン
に
宗
義
會
議
を
開
催
し
、
欧
洲
諸

王
の
僧
侶
を
集
合
せ
し
め
、
西
欧
に
號
今
す
る
の
慨
を
示

し
た
。

　
フ
フ
ー
1
3
ヒ
一
世
の
子
に
し
て
そ
の
後
織
者
淀
る
ハ
イ

ン
リ
ヒ
山
閉
居
（
一
　
日
歯
〇
一
一
　
一
九
レ
～
）
は
ホ
；
ヘ
ン
シ
ュ

タ
ウ
フ
ェ
ン
家
に
あ
り
て
も
最
も
卓
越
せ
る
君
主
で
あ
互

且
つ
父
王
の
計
劃
せ
し
幸
甚
な
る
結
婚
に
よ
り
て
、
シ
シ

ヅ
二
王
國
の
支
配
者
こ
な
っ
た
。
彼
は
之
を
濁
逸
に
併
合

し
之
を
完
全
な
る
一
瞥
こ
し
て
法
皇
領
を
南
北
よ
り
駆
験

せ
む
ご
し
た
Q
叉
彼
は
濁
逸
に
於
け
る
反
封
涙
を
押
へ
、
て

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
二
號
　
　
二
一
七

（47）



　
　
　
　
中
世
濁
逸
に
於
け
る
欧
敏
關
係
の
歴
吏
的
考
察
　
（
三
喜
田
）
・

濁
逸
を
世
襲
國
π
ら
し
め
む
ご
計
劃
し
π
。
謹
む
べ
し
好

漢
三
十
二
歳
を
以
て
風
折
し
嗣
子
フ
ソ
監
ド
フ
ヒ
は
爾
三

歳
で
あ
っ
π
Q

　
こ
れ
が
爲
に
濁
逸
に
於
て
は
ハ
イ
ソ
フ
ヒ
六
世
の
弟
ブ

イ
ソ
プ
（
一
一
九
八
－
一
二
〇
入
）
が
王
位
に
轟
き
、
｝
．
」
れ

ご
同
時
に
ホ
ー
ヘ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
謝
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ソ
の

王
位
孚
海
戦
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
帝
国
の
航
璽
は
帝
権
を

嚢
位
せ
し
め
、
諸
侯
ご
法
皇
の
勢
力
を
籏
大
し
た
。
羅
馬

に
於
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
塵
世
の
死
後
数
週
間
に
し
て
法
皇
の

位
に
憂
い
だ
英
明
な
る
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
（
一
一
九
入

i
＝
二
六
）
は
、
唐
ら
市
部
の
王
位
孚
奪
を
裁
決
す
る

擢
限
あ
り
ご
主
張
し
た
。
猫
逸
の
諸
侯
は
之
を
喜
ば
ざ
り

し
も
、
有
力
な
る
皇
帝
を
擁
立
し
て
法
皇
に
謝
抗
す
る
事

は
二
時
の
大
勢
上
不
可
能
事
で
あ
っ
た
。
法
皇
は
初
め
法

皇
磨
に
好
意
を
嘱
せ
る
、
ウ
エ
ル
フ
ェ
ン
家
の
オ
ツ
ト
四

這
（
一
一
九
入
i
ム
ニ
｝
五
）
を
支
持
し
ご
一
〇
九
年
に
は

暴
れ
に
歯
冠
を
癒
え
た
が
、
「
度
帝
位
に
師
く
や
、
オ
ツ
ト

　
　
　
　
　
　
第
十
玉
巻
　
第
二
號
　
　
一
＝
入

谷
世
は
帝
権
を
蟹
諭
せ
む
ご
し
て
法
皇
椹
ご
衝
突
し
た
。

從
っ
て
法
皇
は
一
，
一
二
一
年
彼
を
破
門
し
て
、
ホ
1
ヘ
ン

シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ソ
家
の
フ
ソ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
（
＝
一
＝
一

i
一
二
五
〇
）
を
濁
逸
王
た
ら
し
め
だ
。
か
く
て
濁
逸
の

王
位
は
法
皇
の
支
持
を
必
要
こ
し
、
法
皇
の
俗
界
支
配
椹

が
認
め
ら
れ
る
に
奎
つ
沈
。
法
皇
は
濁
十
王
の
み
な
ら
す

英
國
王
ア
ラ
ゴ
ン
王
を
も
距
聴
せ
し
め
た
。
法
皇
の
＝
扁

一
五
年
に
開
催
せ
し
、
ラ
テ
ラ
ン
の
宗
数
會
議
に
は
、
欧

洲
各
國
の
儒
侶
の
外
に
、
東
西
爾
羅
馬
皇
帝
、
英
吉
利
、

佛
蘭
西
、
旬
牙
利
、
ア
ラ
ゴ
ン
、
エ
ル
サ
レ
ム
各
仁
王
の

代
表
者
が
列
席
し
、
宗
激
上
の
問
題
の
み
な
ら
す
、
俗
人

の
比
量
問
題
を
も
議
定
せ
ら
れ
た
Q
か
く
て
第
九
世
紀
に

藻
頭
し
、
第
十
一
世
紀
よ
り
更
に
勢
力
を
籏
大
し
亘
り
し

短
軸
は
第
十
三
世
紀
に
於
け
る
、
イ
ン
ノ
セ
ン
墨
三
世
の
、

下
に
最
隆
盛
期
に
達
し
た
の
で
あ
る
Q

　
法
皇
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
に
よ
り
て
擁
立
せ
ら
れ
た
る

フ
ヲ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
父
の
死
後
母
コ
ン
ス
タ
ン
ッ
ご

（as）



共
に
シ
シ
リ
ー
王
國
に
蹄
リ
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
の
後
見

の
下
に
成
長
し
た
Q
彼
は
こ
の
地
の
法
皇
の
後
見
政
治
を

睨
、
r
又
こ
の
地
方
に
優
越
せ
る
サ
ラ
逝
ン
文
化
に
孚
育
せ

ら
れ
、
羅
馬
皇
帝
こ
し
て
は
異
彩
あ
る
人
格
の
持
主
で
あ

っ
た
。
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
は
濁
声
ご
シ
シ
リ
ー
ご
の
併

合
を
恐
れ
、
そ
の
生
前
シ
シ
ソ
ー
王
國
を
フ
フ
ー
ド
リ
ヒ

館
町
の
子
供
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
譲
ら
し
め
た
。
然
る
に
フ
ソ

ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
鳳
法
皇
の
死
後
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
猫
逸
王
π

ら
し
め
、
自
ら
紳
聖
羅
馬
皇
帝
兼
シ
シ
ジ
ー
國
王
こ
な
っ

た
。
彼
は
父
の
遺
志
を
縫
い
で
濁
逸
ご
シ
シ
ソ
4
を
完
全

に
裕
福
せ
む
ε
し
だ
。
彼
は
シ
シ
ソ
ー
に
新
し
き
行
政
制

度
を
施
行
し
、
産
業
を
興
し
、
r
ツ
レ
ル
ノ
北
讐
學
校
、
ネ

ァ
ペ
ル
に
大
蒲
を
建
設
し
、
回
敷
文
學
を
羅
馬
語
課
し
、

或
は
彼
の
下
に
回
激
徒
す
ら
雇
用
し
た
。
彼
の
か
、
る
反

法
皇
三
盛
端
的
態
度
も
、
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
に
次
で
法

皇
た
み
し
、
ホ
ノ
．
ソ
ウ
ス
三
世
（
国
9
6
｝
ω
H
H
H
）
（
一
二
一

六
一
＝
三
七
）
は
か
っ
て
彼
の
敷
言
掛
た
り
し
か
ば
、

　
　
　
　
申
泌
濁
逸
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

幸
に
し
て
何
等
の
問
題
も
起
さ
す
に
絡
．
つ
π
。
然
る
に
ホ

ノ
ソ
ウ
ス
三
世
に
次
い
で
グ
レ
ゴ
ー
ル
衰
世
（
＝
一
二
七

一
＝
一
四
「
〉
法
皇
た
る
に
及
ん
で
直
ち
に
爾
者
の
衝
突

が
開
始
せ
ら
れ
た
。
法
皇
は
皇
帝
の
＝
、
一
ご
七
年
十
字
軍

の
途
中
よ
り
病
ご
棄
し
て
蹄
還
せ
る
を
、
　
輩
・
仁
口
訳
に
過

ぎ
す
ご
し
て
破
門
し
捉
。
、
下
れ
ぜ
同
時
に
伊
太
利
都
市
は

ゲ
ル
フ
土
ン
ご
ギ
ベ
ジ
ン
ネ
ン
に
分
れ
て
封
超
し
陀
Q
法

皇
は
羅
馬
に
一
般
雲
立
會
議
を
開
き
欧
洲
各
地
の
僧
侶
及

十
字
軍
士
の
後
援
を
得
て
、
全
ク
リ
ス
ト
数
界
の
名
の
下

に
皇
帝
を
破
門
せ
む
ご
し
た
。
之
に
唆
し
皇
帝
は
羅
馬
を

間
み
、
そ
の
血
路
を
遮
断
し
て
宗
教
會
議
を
不
成
功
に
鋒

ら
し
め
た
。
偶
々
グ
レ
ゴ
ー
ル
九
風
波
し
、
次
に
ケ
レ
ス

チ
ン
四
世
（
O
α
ざ
ω
寓
員
H
〈
〉
を
経
て
、
　
＝
】
四
三
年
イ
ン
ノ
・

セ
ン
ト
四
世
が
法
皇
ビ
な
っ
た
。
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
挙
世
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
シ
ヨ
フ

ニ
四
三
1
＝
】
五
四
）
は
か
っ
て
監
督
π
り
し
時
、
フ
ソ

ー
ド
ソ
と
二
世
の
甘
言
相
照
す
友
で
あ
っ
た
が
、
一
度
法

皇
ご
な
る
に
及
ん
で
不
倶
戴
天
の
仇
ご
な
っ
た
。
彼
は
皇

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
第
二
概
　
　
一
二
九

（　，d9　）
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帝
に
攻
園
せ
ら
れ
た
る
羅
馬
市
を
脱
し
て
善
哉
西
リ
ヨ
ン

に
遁
れ
、
こ
の
地
に
一
般
宗
著
大
會
を
開
催
し
て
皇
帝
を

破
門
し
、
書
室
諸
侯
に
新
に
皇
帝
の
選
墨
を
命
じ
た
。
こ

、れ

ｪ
甘
め
に
濁
逸
は
内
観
歌
態
に
隔
わ
、
チ
ェ
！
フ
ン
ゲ

ン
方
伯
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
、
ラ
ス
ペ
（
募
鼠
α
q
延
臣
①
巨
凶
9

戸
9
硲
①
〈
9
μ
円
げ
宥
貯
鳴
p
）
が
＝
一
四
六
年
置
に
皇
帝
に
選

ば
れ
た
Q
更
に
彼
の
死
後
、
オ
ラ
ン
ダ
伯
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

が
皇
帝
に
選
ば
れ
π
。
之
に
重
し
て
フ
ソ
ー
ド
ヲ
ヒ
ニ
世

は
辮
朋
書
を
出
し
て
自
己
の
無
罪
を
主
張
し
、
法
皇
を
暦

学
せ
し
の
み
で
、
法
皇
の
下
位
を
宣
言
す
る
事
す
ら
能
は

な
か
っ
た
。

　
フ
ソ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の
死
後
そ
の
子
の
コ
ン
ラ
ー
3
四
世

（
＝
一
五
〇
一
＝
一
五
四
）
帝
位
を
繊
ぎ
し
も
法
皇
に
認
め

ら
れ
す
、
北
方
猫
逸
に
地
盤
を
得
だ
る
オ
ラ
ン
ダ
伯
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
ざ
封
介
し
た
。
＝
一
五
四
年
コ
ン
ラ
ド
四
陰
門

し
、
二
才
な
る
そ
の
子
コ
ン
ラ
デ
ン
は
更
に
顧
ら
れ
す
、

彼
の
＝
エ
ハ
入
年
の
死
破
を
以
て
、
ホ
ー
ヘ
ン
シ
ュ
タ
ゥ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
二
號
　
　
ニ
ニ
○

フ
ェ
ン
家
は
全
く
断
絶
し
た
。
然
る
に
オ
ラ
ン
ダ
伯
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
が
一
一
一
五
山
ハ
年
聾
す
る
や
、
鼻
夫
王
弟
リ
チ
ャ
ー

13

A
フ
ナ
ン
、
コ
ン
フ
葦
ル
（
図
一
〇
財
9
『
創
　
ぐ
O
謬
　
O
O
N
⇔
≦
巴
一
）

及
び
、
カ
ス
テ
ラ
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
（
》
開
O
p
。
。
く
。
コ
O
霧
，

酢
ま
窪
）
が
共
に
猫
逸
皇
帝
を
僑
稻
し
た
。
か
く
て
濁
逸
に

於
け
る
中
世
的
帝
國
は
心
内
全
に
破
壊
せ
ら
れ
、
再
び
統
一

せ
ら
る
、
事
な
く
分
裂
し
た
。
か
、
る
帝
権
の
衰
微
は
そ

の
仇
敵
厳
椹
に
依
る
ε
云
は
む
よ
り
慮
、
寧
ろ
中
世
を
近

世
に
推
移
せ
し
め
π
る
時
代
の
カ
に
依
る
の
で
あ
る
。
而

も
敢
擢
の
勝
利
は
完
全
に
し
て
恰
も
無
冠
の
境
を
行
く
が

如
く
で
あ
っ
た
。

・
　
＝
∵
七
二
年
ソ
チ
ヤ
ー
1
3
、
フ
す
ソ
、
　
コ
ン
ク
ー
ル
が

死
す
る
に
及
ん
で
、
法
皇
グ
レ
ゴ
ー
ル
十
世
（
一
二
七
「

一
＝
】
七
六
）
は
長
息
諸
侯
に
皇
帝
の
選
睾
を
命
℃
た
。

選
翠
の
結
果
、
カ
ス
テ
ラ
王
ア
ル
フ
ナ
ン
ス
が
當
塗
し
た
。

法
皇
は
羅
馬
富
商
に
忠
誠
な
ら
ざ
る
彼
を
認
め
す
し
て
、

再
び
選
訳
を
命
じ
、
且
つ
此
度
は
雨
露
諸
侯
の
中
よ
り
皇

（50）



帝
を
選
ぶ
べ
き
旨
を
含
め
た
。
か
く
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ

家
の
ル
ド
ル
フ
が
皇
帝
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
そ
の
君
主
が
國
外
勢
力
に
よ
り
て
指
名
せ
ら
る
、

濁
逸
は
、
國
家
ご
し
て
の
濁
立
を
全
く
失
ひ
濁
逸
な
る
名

稻
は
一
種
地
理
的
名
蒋
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
つ
だ
。
諸

侯
は
そ
の
領
内
に
於
て
純
然
た
る
君
主
ご
な
り
、
只
形
式

上
皇
帝
を
選
・
ぷ
も
常
に
異
れ
る
家
よ
り
之
を
選
び
て
以
て

皇
帝
権
の
強
大
な
ら
ざ
る
事
を
圖
つ
た
。
こ
の
諸
侯
ご
相

提
携
し
て
勢
力
の
嬢
張
を
圖
つ
た
法
皇
擢
は
更
に
強
大
こ

な
り
、
敷
界
諸
侯
の
み
な
ら
す
、
俗
界
諸
侯
を
も
そ
の
命

に
服
せ
し
め
た
。
帥
敏
樺
は
第
十
三
世
紀
に
於
て
、
世
界

支
配
者
た
る
の
目
的
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
激
権
の

優
越
も
長
く
持
綾
せ
ら
れ
す
、
皇
帝
擢
を
衰
微
せ
し
め
た

る
そ
の
同
叫
強
敵
な
る
國
民
的
意
識
の
蓬
頭
の
前
に
や
が

て
破
落
し
π
の
で
あ
る
。

（51）
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世
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第
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